
 

 

 

 

 

 

 

校則の検討について 

                      校長 松村 一人 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 

さて本校では、生徒総会での意見を受けて、学校側で生徒指導委員会や職員会議等を

経て、校則の見直し等の案の検討を行ってきました。その結果が以下の通りです。 

【議題１】 髪型をもう少し自由にしてほしい。「女子の前髪の規制緩和。肩以上の

長さでも下ろして良い。」「男子はツーブロック可。長さは自由。」にしてほしい。 

髪型については毎年のように意見があがっています。今年度の初め、先生方と時間

をかけて熱心に協議しました。例えば、ツーブロックは、清潔感のある髪型として社

会的にも認められつつあるのが現状です。そこで、昨年度まで本校では禁止にしてい

た部分を、今年度から極端なものでなければ認めていく方針を出しました。女子の前

髪についても、規制を緩和しました。 

ここで皆さんに考えてほしいのは、「ツーブロックが OKになったから、極端に刈り

上げても良い。」ということではないということです。受験や就職活動を控えている

皆さんにとって、自分が相手にどう思われるかを考えるのは非常に大切なことです。

相手に好印象を持ってもらえるような頭髪、身だしなみ、学校生活をスムーズに送れ

る頭髪を改めて自分で考えてみてください。ツーブロック以外の髪型についても同様

です。また、長さを自由にした場合は、他の人に迷惑になってしまったり、学習をす

る上で支障が出たりしてしまったりすることが考えられます。 

 

【議題２】 男子のツーブロック、女子のお団子の髪型を許可してほしい 

男子のツーブロックについては、議題１の回答と同じです。女子のお団子の髪型に

ついては、そうしたい意図やメリット・デメリット等を調査し、まずは先生方で協議

しました。その結果、特に髪型をお団子にする必要性が認められず、本校の基準「そ

のままの服装・頭髪で入学試験・就職試験に臨めるもの」にそぐわないということに

なりました。 

 

【議題３】 多目的室のカーペットをはがしてほしい 

卓球部からの意見だと聞きました。安全面も含めて、先生方で検討した結果、カー

ペットをはがすことにしました。ただし、そのままはがすとカーペットを貼り付けて

いる粘着剤が残っていてベトベトするので、来年度に適切な床材に張り替えます。（今

年度は予算がないので、もう少しお待ちください。） 

【まとめ】 

  以上３つの議題について、先生方が協議した結果、それぞれ校則を変更したり、
学校校側で対応を変えたり、現状では承認できないという判断等の対応をしました
ので、いずれも今回は校則検討委員会で検討することは見送ります。 
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